
令和２年７月豪雨に関する会長談話

去る７月３日以降に九州地方や中部地方をはじめとして全国各地で発生した

集中豪雨により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと

ともに、被災された皆様方と、そのご家族の方々に心よりお見舞いを申し上げ

ます。

長野県内においても、土砂崩れによる死亡事故をはじめとして、中南信地方

を中心に浸水被害や土砂災害が相次いで発生しており、予断を許さない状況が

続いています。今回の豪雨では、各地で記録的な降水量が観測され、河川の氾

濫による大規模な浸水、土砂災害などによる死傷者は多数にのぼり、住家や農

地をはじめとした物的被害も甚大であり、大勢の方々が避難生活を余儀なくさ

れている状況にあります。各地の被災状況の映像は、昨年の東日本台風により

長野県内で発生した千曲川の氾濫と見紛うばかりであり、被災地の皆様のご心

痛、ご労苦を察せずにはいられません。

長野県弁護士会は、急ぎ無料法律相談体制を整え、既にその運用も開始して

いるところです。

当会は、昨年の東日本台風災害の折には、全国の単位弁護士会、関東弁護士

会連合会、日本弁護士連合会の支援も受けつつ、長野県、被災市町村、日本司

法支援センター、他士業団体、ボランティア団体等と積極的に連携協力しなが

ら、被災者支援活動を展開してきました。その活動は今も続けているところで

すが、今回の豪雨災害に対しても、当会は、過去の被災者支援活動で培ってき

た経験を活かし、被災地への法的支援と被災された皆様方の権利回復のために、

一丸となって、支援をしていく所存です。

被災者の皆様の生活再建をはじめとする被災地の復旧が、一日も早く叶いま

すよう、心よりお祈り申し上げます。
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